
子育て健康部 健康課

こども政策課

こども家庭センター

地域医療課

国保医療課
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こどもも大人も健やかに

暮らせるよう支援する。

部のミッション



健康課の業務について（１）

1. 休日夜間応急診療に関すること。

2. セラビーいこまの維持管理及び運

営に関すること。

3. 感染症対策に関すること。

4. 献血の推進に関すること。
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1. こども家庭センターの母子保健事

業に関すること。

2. 乳幼児健診その他の母子保健に関

すること。

3. 食育の推進に関すること。

4. その他保健予防及び保健指導に関

すること。

◎管理係 ◎母子保健係



健康課の業務について（２）

1. 疾病予防に関すること。

2. 予防接種に関すること。

3. 予防接種健康被害調査委員会に

関すること。
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1. 健康増進事業に関すること。

2. 市民の健康増進に関すること。

3. 精神保健に関すること。

4. その他成人の保健予防及び保健指

導に関すること。

◎予防接種係 ◎成人保健係



健康課の主な仕事（１）

 妊娠期からの切れ目のない支援を実施！
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母子保健に関する業務

▲女性の健康管理アプリ『ルナルナ』の
利用に関して連携協定を締結しました！

マタニティコンシェルジュによる
相談支援

パパママ教室・パパ講座
産後ケア事業 など



健康課の主な仕事（２）

 健康増進に向けた取組を実施！
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成人保健に関する業務

がん検診
ウォーキング事業
禁煙支援
熱中症予防 など



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと

 24時間いつでも簡単予約！

 時間帯ごとの予約も可能

 日程変更・キャンセルもWEBでできるように！
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がん検診（集団）のWEB予約システムを導入します

 RSウイルスワクチンの定期接種（妊婦）

 高齢者肺炎球菌ワクチンの変更

 高用量インフルエンザワクチン（75歳以上）の導入

定期接種を円滑に実施します



こども政策課の業務について

1. こども計画及び子ども・子育て支援事業

計画に関すること。

2. 子ども・子育て会議に関すること。

3. 少子化対策に関すること。

4. こどもの居場所づくりに関すること。

5. こどもの権利の普及啓発に関すること。
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◎政策係



こども政策課の主な仕事
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こどもの権利の推進に関する業務

こどもの権利の理解促進
こどもが権利の主体として尊重されるよう、
大人の意識変容を促す。
例）親子関係を見直すヒントを学ぶ連続セミナー

こどもの意見表明・意見反映
こどもが自らに関わることについて、
意見表明や社会参加ができる機会をつくる。
例）こども委員会・学校ルールメイキング

こどもの居場所づくり
家庭や学校以外に、
こどもが安心して過ごせる
居場所をつくる。
例）こども食堂づくり

実践講座



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと

 多様な経験や交流を通し生きる力や自己肯定感を育むとともに、

いつでも相談できる環境や支援の充実が重要。

 中学生・高校生世代のこどもでは地域とつながりにくいケースがある。
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ユース世代の居場所づくりを進めます

①校内居場所カフェ ②ユースカフェ

● 学校内に“学校らしくない”場を設定。

● 先生・保護者・友人等に相談しにくいこ
とも相談。

● ②のユースカフェへの誘い掛けにより、
学校に集中する福祉的機能の分散を図る。

● 公共施設に安心して自由に過ごせる場を
設定。

● 校内居場所カフェでは実現しづらいこと
も、こどもと協創し実現可能。

● 必要に応じて、関係機関と連携。

利用促進



こども政策課

こども家庭センターの業務について

1. 子育て支援に関すること。

2. 地域子育て支援拠点に関すること。

3. ファミリー・サポート事業に関す

ること。

4. こども家庭センターの管理、運営

及び調整にに関すること。
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1. 児童及び妊産婦の福祉に関すること。

2. 家庭児童相談室に関すること。

3. 要保護児童対策地域協議会に関する

こと。

4. その他児童虐待防止に関すること。

◎子育て支援係 ◎こどもサポート係



こども政策課

こども家庭センターの主な仕事
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▲みっきランドを運営

子育て中の親子の支援に関する業務

▲子育てひろばを実施

妊娠期から子育て中の保護者、18歳までのすべてのこどもに対し、

切れ目のない子育て支援を行うため、子育てサロン「みっきランド」や、

家庭児童相談室の運営などを行っています。

▼こども家庭センター運営の軸



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと

ファミ・サポ事業の仕組みを活用した「たっちの短時間預かり」の

活動場所を増やします。
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ファミリー・サポート事業を拡大します

▲たっちの短時間預かり
子育て世帯訪問支援事業を開始します
家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭及び妊産婦に対し、訪問支援員が

居宅を訪問して、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぎます。

専用フォームでこどもからの相談を受けます
こどもが悩みや心配事をひとりで抱え込まないよう、こども専用の

相談フォームを設け、こども自身が悩みを相談できるようにします。
▲いこまこどもそうだん



地域医療課の業務について

1. 地域医療連携に関すること。

2. 在宅医療と介護の連携に関するこ

と。

3. 医療関係団体に関すること。
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1. 市立病院の管理及び運営に関する

こと。

2. 病院事業推進委員会に関すること。

3. 市立病院管理運営協議会に関する

こと。

◎地域医療連携係 ◎病院事業推進係



地域医療課の主な仕事
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地域医療連携に関する業務

 生駒市医療介護連携ネットワーク協議会の開催

 医療・介護従事者による在宅医療介護推進部会の開催

生駒市立病院の運営に関する業務

 生駒市病院事業推進委員会の開催

 生駒市立病院管理運営協議会の開催

▲生駒市立病院１０
周年記念式典を開催

▲生駒市版エンディ
ングノートを作成

▲市長も挿管を体験▲院長プロデュース
おでんを自ら販売

毎年恒例の市立病院健康フェスティバル

▲ワークショップ
を開催



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと
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地域に出向き医療講演を実施します

 生駒市立病院と連携のもと地域の皆さんの
役に立つ情報をお届けします。

生駒市立病院の改修工事を実施します

 産婦人科・小児科の更なる充実に向けて新たな病棟整備
（２０床の増床）を実施します。

▲病院スタッフによる講演

▲こどもの入院環境を整備します



国保医療課の業務について

1. 国民健康保険に関すること。

2. 加入者の保健事業に関すること。
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1. 後期高齢者医療保険に関すること。

2. 各種医療費助成に関すること。

◎国保係 ◎福祉医療係



国保医療課の主な仕事（１）

・資格の取得･喪失 ・保険税の賦課 ・医療等に対する給付
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医療保険に関する業務

国民健康保険

後期高齢者医療保険

・資格の取得･喪失 ・保険料の徴収

・受付した申請の奈良県後期高齢者医療広域連合への進達



国保医療課の主な仕事（２）

・特定健診 ・特定保健指導 ・糖尿病重症化予防事業等
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加入者（被保険者）の保健事業に関する業務

医療費助成に関する業務

【対象】こども、ひとり親家庭等、心身障がい者

・認定審査 ・医療費の助成 ・保険者給付等との調整

国民健康保険

後期高齢者医療保険（奈良県後期高齢者医療広域連合からの受託）

・健康診査 ・通いの場における保健指導 ・抽出による個別指導



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと

 特定健診の受診率向上に取り組みます

 医療保険の適正な運営に取り組みます

 保険税（料）の収納率向上を目指します

 高齢者の保健事業と介護予防等との一体的な実施

に取り組みます
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国民健康保険・後期高齢者医療保険の運営に努めます

▲一体的な実施事業

福祉医療費助成の適正な事務に努めます
 制度の周知に取り組みます


